
○江田島市空き家バンク制度設置要綱

令和２年７月１７日

制 定

改正 令和２年１１月１６日

（趣旨）

第１条 この要綱は，本市における空き家の情報提供を行い，空き

家の有効活用を通して，市民と市外居住者の交流拡大及び定住促

進による地域の活力維持と増進を図るため，空き家バンク制度に

ついて必要な事項を定める。

（定義）

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該

各号に定めるところによる。

(１ ) 空 き 家 市内 の住 宅 ，店 舗， 倉 庫等 の建物のうち，現に利

用していない一戸建ての建物をいう。

(２ ) 所 有 者 等 空 き家 に 係る 所有 権 又は 売却若しくは賃貸しを

行うことができる権利を有する者をいう。

(３ ) 空 き 家 バ ンク 制度 空き 家の 売 却又 は賃貸しを希望する所

有者等から申込みを受けて登録した情報を，市内への移住又は定

住を目的として，空き家バンクの利用を希望する者として登録 し

た者（以下「利用者」という。）等に対して提供するシステムを

いう。

（適用上の注意）

第３条 この要綱は，空き家バンク制度以外の空き家の取引を妨げ

るものではない。

（登録の申請）

第４条 空き家に関する情報を登録しようとする所有者等は，江田

島市空き家バンク登録（内容変更）申請書（様式第１号）を市長

に提出しなければならない。



２ 市長は，前項の規定による登録の申請があったときは，その内

容を確認の上，空き家バンク登録台帳に登録するものとする。

３ 市長は，前項の規定により登録をしたときは，その旨を当該所

有者等に通知するものとする。

４ 市長は，第２項の規定による登録をしていない空き家で，空き

家バンク制度によることが適当であると認めるものについて，当

該所有者等に対して，この制度による登録を勧めることができる。

（登録事項の変更）

第５条 前条第２項の規定による登録を受けた所有者等（以下「空

き家登録者」という。）は，登録事項に変更があった場合は，速

やかに江田島市空き家バンク登録（内容変更）申請書を市長に提

出しなければならない。

２ 市長は，前項の規定による変更の申請があったときは，速やか

にその内容を確認し，空き家バンク登録台帳に記載するものとす

る。

（登録の取消し）

第６条 空き家登録者は，登録を取り消そうとする場合は，空き家

バンク取消届出書（様式第２号）を市長に提出しなければならな

い。

２ 市長は，次のいずれかに該当するときは，当該空き家登録を取

り消し，空き家バンク取消通知書（様式第３号）により当該空き

家登録者に通知するものとする。

(１ ) 前 項 の 規 定に よる 届 出の 内容 が 適当であると認めたとき。

(２ ) 当 該 空 き 家の 売買 契 約又 は賃 貸 借契約が成立したことを知

ったとき。

(３ ) 当 該 空 き 家に 関す る 所有 権そ の 他の権利に異動があったこ

とを知ったとき。

(４ ) 空 き 家 登 録か ら２ 年 を経 過し た とき。ただし，空き家登録

者の更新の意向を書面により確認したときは，この限りではない。



(５ ) そ の 他 市 長が 当該 空 き家 登録 を 適当 でないと認めたとき。

（利用者）

第７条 利用者の要件は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(１ ) 空 き 家 に 定住 し， 又 は定 期的 に 滞在し，本市の自然環境，

生活文化等に対する理解を深め，地域住民と協調して生活できる

者

(２ ) 空 き 家 に 定住 し，又は 定期 的 に滞 在し，経済，教育，文化 ，

芸術活動等を行うことにより地域の活性化に寄与しようとする

者

(３ ) そ の 他 市 長が 適当 と 認め た者

２ 空き 家バ ンクの利用を希望する者は，江田島市空き家バンク利

用登録（内容変更）届出書（様式第４号）及び誓約書（様式第５

号）に必要書類を添えて，市長に提出しなければならない。

３ 市長は，前項の規定による届出があったときは，利用者台帳に

登録し，その旨を当該利用者に通知するものとする。

（利用者に係る登録事項の変更）

第８条 前条第３項の規定による登録を受けた利用者は，登録事項

に変更があった場合は，速やかに江田島市空き家バンク利用登録

（内容変更）届出書を市長に提出しなければならない。

２ 市長は，前項の規定による変更の届出があったときは，速やか

にその内容を確認し，利用者台帳に記載するものとする。

（利用者の登録の抹消）

第９条 利用者は，利用者台帳の登録を抹消しようとするときは，

江田島市空き家バンク利用登録取消届出書（様式第６号）を市長

に提出しなければならない。

２ 市長は，利用者が次の各号のいずれかに該当するときは，利用

者台帳の登録を抹消するとともに，その旨を当該利用者に通知す

るものとする。

(１ ) 第 ７ 条 第 １項 各号 に 該当 しな い こととなったとき。



(２ ) 空 き 家 を 利用 する こ とに より ， 公の 秩序を乱し，又は善良

な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(３ ) 届 出 内 容 を偽 って 登 録し たこ と が判明したとき。

(４ ) 利 用 者 か ら登 録抹 消 の届 出が あ ったとき。

(５ ) そ の 他 市 長が 適当 で ない と認 め たとき。

（情報の提供等）

第１０条 市長は，適切な範囲内で，空き家バンク登録台帳に登録

された情報（空き家登録者の個人情報を除く。）を市ホームペー

ジへの掲載，空き家バンク登録担当課での空き家バンク登録台帳

の閲覧その他の方法により公開するものとする。

２ 市長は，必要に応じて，利用者に対して，空き家バンク登録台

帳 及 び利 用 者 台 帳 に 登 録 さ れ た 情 報 の 一 部 を 提 供 す る も の と す る。

（空き家登録者と利用者の交渉）

第１１条 市長は，空き家登録者と利用者との空き家に関する交渉

及び売買，賃貸借等の契約については，直接これに関与しない。

（利用者への定住支援）

第１２条 市長は，利用者の本市への定住を支援するため，市内の

生活情報，習慣その他利用者が必要とする情報を提供し，又は助

言することができる。

２ 市長は，前項の規定による情報の提供又は助言については，適

当と認める個人，団体又は法人に委託することができる。

（その他）

第１３条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別

に定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は，令和２年７月１７日から施行する。

（経過措置）



２ この要綱の施行前に江田島市空き家バンク制度設置要綱（平成

２５年江田島市告示第４９号）の規定に基づきなされた申請，登

録その他の行為は，この要綱の相当規定によりなされたものとみ

なす。

附 則（令和２年１１月１６日）

この要綱は，令和２年１１月１６日から施行する。



様式第１号から様式第６号まで 略


